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(57)【要約】
【課題】投光機能を有する内視鏡装置において、ハレー
ションを抑制しながら小型化を実現すること。
【解決手段】内視鏡装置は、受光面と反射面と後端面と
を有する反射プリズムを備える。外部から受光面に入射
した第１光は反射面で反射されて後端面から出射される
。外部から後端面に入射した第２光は反射面で反射され
て受光面から出射される。受光レンズは、反射プリズム
の後端面から出射される第１光を受け取って伝達する。
投光ファイバは、反射プリズムの後端面に第２光を出射
する。反射プリズムの反射面は、第１光を反射する受光
反射面と、第２光を反射する投光反射面とを含む。投光
ファイバの中心軸である投光軸は、投光反射面を通り、
受光反射面を通らない。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　受光面と反射面と後端面とを有し、外部から前記受光面に入射した第１光は前記反射面
で反射されて前記後端面から出射され、外部から前記後端面に入射した第２光は前記反射
面で反射されて前記受光面から出射されるように構成された反射プリズムと、
　前記後端面から出射される前記第１光を受け取って伝達する受光レンズと、
　前記後端面に前記第２光を出射する投光ファイバと
　を備え、
　前記反射面は、前記第１光を反射する受光反射面と、前記第２光を反射する投光反射面
とを含み、
　前記投光ファイバの中心軸である投光軸は、前記投光反射面を通り、前記受光反射面を
通らない
　内視鏡装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の内視鏡装置であって、
　前記受光反射面と前記投光反射面のうち前記投光反射面の方が、前記後端面に近く、前
記受光面から遠い
　内視鏡装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の内視鏡装置であって、
　前記反射面は、更に、前記受光反射面と前記投光反射面との間に位置する接続面を含み
、
　前記接続面と前記受光面との角度は、前記受光反射面と前記受光面との角度、及び、前
記投光反射面と前記受光面との角度より小さい
　内視鏡装置。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載の内視鏡装置であって、
　前記投光反射面と前記受光面との角度は、前記受光反射面と前記受光面との角度より小
さい
　内視鏡装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、側視型（斜視型）の内視鏡装置に関する。特に、本発明は、観察対象に光を
照射する投光機能を有する側視型の内視鏡装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１は、側視型の内視鏡装置を開示している。その内視鏡装置の先端部の側面に
は、観察対象からの光を受け取るための観察窓と、観察対象に光を照射するための照明窓
とが別々に配置されている。観察窓には、凹レンズからなる対物レンズが接合されている
。対物レンズの裏面から内視鏡装置の後端部に向かって、観察用の光学素子が配置されて
いる。一方、照明窓には、凹レンズからなるカバーレンズが接合されている。カバーレン
ズの裏面から内視鏡装置の後端部に向かって、照明用の光学素子が配置されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－１８３５８９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
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　特許文献１に開示されている内視鏡装置では、観察窓と照明窓が別々に設けられており
、観察用レンズと照明用レンズが別々に設けられている。従って、内視鏡装置の先端部を
小型化することが困難である。また、観察用レンズと照明用レンズを共通化した場合、観
察用光が当該レンズで反射し、ハレーションが発生する可能性がある。
【０００５】
　本発明の１つの目的は、観察対象に光を照射する投光機能を有する内視鏡装置において
、ハレーションを抑制しながら小型化を実現することができる技術を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　第１の発明は、内視鏡装置を提供する。
　前記内視鏡装置は、
　受光面と反射面と後端面とを有し、外部から前記受光面に入射した第１光は前記反射面
で反射されて前記後端面から出射され、外部から前記後端面に入射した第２光は前記反射
面で反射されて前記受光面から出射されるように構成された反射プリズムと、
　前記後端面から出射される前記第１光を受け取って伝達する受光レンズと、
　前記後端面に前記第２光を出射する投光ファイバと
　を備える。
　前記反射面は、前記第１光を反射する受光反射面と、前記第２光を反射する投光反射面
とを含む。
　前記投光ファイバの中心軸である投光軸は、前記投光反射面を通り、前記受光反射面を
通らない。
【０００７】
　第２の発明は、第１の発明において、更に次の特徴を有する。
　前記受光反射面と前記投光反射面のうち前記投光反射面の方が、前記後端面に近く、前
記受光面から遠い。
【０００８】
　第３の発明は、第２の発明において、更に次の特徴を有する。
　前記反射面は、更に、前記受光反射面と前記投光反射面との間に位置する接続面を含む
。
　前記接続面と前記受光面との角度は、前記受光反射面と前記受光面との角度、及び、前
記投光反射面と前記受光面との角度より小さい。
【０００９】
　第４の発明は、第２又は第３の発明において、更に次の特徴を有する。
　前記投光反射面と前記受光面との角度は、前記受光反射面と前記受光面との角度より小
さい。
【発明の効果】
【００１０】
　第１の発明によれば、単一の反射プリズムを利用することによって、第１光の受光と第
２光の投光の両方が実現される。従って、内視鏡装置の先端部を小型化することが可能と
なる。また、部品点数が削減される。
【００１１】
　更に、第１の発明によれば、反射プリズムの反射面は、第１光を反射する受光反射面と
、第２光を反射する投光反射面とを含む。そして、第２光の投光軸は、投光反射面を通る
が受光反射面を通らない。これにより、高強度の第２光の中心部が受光反射面に入射する
ことが防止される。その結果、ハレーションが効果的に抑制される。すなわち、第１の発
明によれば、内視鏡装置の先端部を小型化しながら、ハレーションも抑制することが可能
となる。
【００１２】
　第２の発明によれば、投光反射面が、受光反射面よりも反射プリズムの後端面に近い。
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これにより、投光反射面として必要な範囲を減少させ、その分だけ、受光反射面の範囲を
拡大することができる。その結果、内視鏡装置の視野が拡がる。
【００１３】
　第３の発明によれば、受光反射面と投光反射面との間に接続面が存在するため、投光反
射面を更に後端面に近づけることができる。これにより、受光反射面の範囲を更に拡大す
ることができる。その結果、内視鏡装置の視野が更に拡がる。
【００１４】
　第４の発明によれば、投光反射面と受光面との角度は、受光反射面と受光面との角度よ
り小さい。この場合、投光反射面で反射された第２光は、より受光反射面に近くなる。従
って、受光面から出射される第２光の出射範囲は、第１光の入射範囲（すなわち“視野”
）とよりオーバーラップしやすくなる。よって、観察対象の注目点に第２光を照射しやす
くなる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡装置の基本構成を概略的に示す断面図及
び側面図である。
【図２】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【図３】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【図４】本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【図５】本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【図６】本発明の第３の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【図７】本発明の第３の実施の形態に係る内視鏡装置の効果を説明するための概念図であ
る。
【図８】本発明の第４の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【図９】本発明の第５の実施の形態に係る内視鏡装置の構成を概略的に示す断面図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　添付図面を参照して、本発明の実施の形態を説明する。
【００１７】
　１．第１の実施の形態
　１－１．構成
　図１は、本発明の第１の実施の形態に係る内視鏡装置１の基本構成を概略的に示してい
る。特に、図１は、内視鏡装置１の先端部の構成を概略的に示している。内視鏡装置１は
、円筒形状の筐体２を備えている。その円筒形状の軸方向及び半径方向は、以下それぞれ
、「Ｘ方向」及び「Ｙ方向」と呼ばれる。Ｘ方向とＹ方向は互いに直交している。図１に
は、内視鏡装置１の先端部のＸＹ断面と共に、Ｘ方向から見たときの側面も概略的に示さ
れている。
【００１８】
　本実施の形態に係る内視鏡装置１は、側視型（あるいは「斜視型」ともいう）である。
例えば、図１において、筐体２の中心軸からＹ方向（側方）にずれた位置に、観察対象Ｏ
ＢＪが存在している。内視鏡装置１は、そのようなＹ方向の観察対象ＯＢＪを観察するこ
とができるように構成されている。
【００１９】
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　より詳細には、本実施の形態に係る内視鏡装置１は、反射プリズム１０を備えている。
反射プリズム１０は、筐体２（プリズムホルダ）の先端に取り付けられており、その一部
は筐体２の先端から突出している。図１に示される例では、筐体２から突出していない部
分の反射プリズム１０の側面１０Ｓが、筐体２に固定されている。例えば、側面１０Ｓは
円筒形状を有しており、その側面１０Ｓと筐体２の内周面とがロウ付け固定されている。
【００２０】
　筐体２から突出している部分の反射プリズム１０は、受光面１１及び反射面１２を有し
ている。また、筐体２の内部の反射プリズム１０は、後端面１３を有している。
【００２１】
　受光面１１は、観察対象ＯＢＪからの光を受け取るための面である。よって、受光面１
１の法線方向は、Ｙ方向成分を含んでいる。図１に示される例では、受光面１１は、Ｘ方
向と平行な平面であり、Ｙ方向と直交している。このような平面状の受光面１１は、例え
ば、反射プリズム１０の側面１０Ｓの一部を削ることによって形成される。尚、受光面１
１よりも観察対象ＯＢＪ側には、凹レンズ等の他の光学素子は配置されていない。
【００２２】
　反射面１２は、受光面１１と鋭角をなすように、Ｘ方向に対して傾斜している。よって
、所定の範囲から受光面１１に入射した光は、反射面１２で反射されて、筐体２の内部の
方向に向かう。受光面１１と反射面１２との角度は、以下「傾斜角θＡ」と呼ばれる。傾
斜角θＡは、例えば、２５°～５５°である。図１に示される例では、反射面１２のＹ方
向幅は、筐体２の内径よりも小さい。但し、反射面１２のＹ方向幅が筐体２の内径よりも
小さい必要は必ずしもない。
【００２３】
　後端面１３は、反射面１２から見て、筐体２の内部の方向に位置している。従って、反
射面１２で反射された光は、後端面１３を通って筐体２の内部に出射される。
【００２４】
　尚、目標視野以外からの光の入射を防ぐために、受光面１１とは異なる面（例えば反射
面１２）上に遮光部材が設けられてもよい。遮光部材としては、金属膜が例示される。
【００２５】
　以上に説明されたように、反射プリズム１０の外部から受光面１１に入射した光は、反
射面１２で反射されて、後端面１３から筐体２の内部に出射される。筐体２の内部に観察
用の素子を配置することによって、観察対象ＯＢＪを観察することが可能となる。
【００２６】
　反射プリズム１０は、光の方向が反対になった場合にも機能する。すなわち、反射プリ
ズム１０の外部から後端面１３に入射した光は、反射面１２で反射されて、受光面１１か
ら外部に出射される。これを利用することによって、Ｙ方向に位置する観察対象ＯＢＪに
対して光を照射することも可能となる。
【００２７】
　本実施の形態によれば、単一の反射プリズム１０を利用することによって、観察対象Ｏ
ＢＪからの光の受け取りと、観察対象ＯＢＪへの光の照射の両方が実現される。言い換え
れば、単一の反射プリズム１０を利用することによって、投光機能を有する側視型の内視
鏡装置１が実現される。
【００２８】
　図２は、本実施の形態に係る投光機能を有する内視鏡装置１の構成を概略的に示してい
る。内視鏡装置１は、上記の反射プリズム１０に加えて、受光レンズ１００及び投光ファ
イバ２００を備えている。受光レンズ１００及び投光ファイバ２００は、筐体２の内部に
おいて、反射プリズム１０の後端面１３の近傍に配置されている。
【００２９】
　受光レンズ１００は、反射プリズム１０から出射される光を受け取って、後方に伝達す
る対物レンズである。受光レンズ１００の端面１０１は、反射プリズム１０の後端面１３
と対向している。受光レンズ１００の端面１０１は、反射プリズム１０の後端面１３と接
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していてもよいし、後端面１３から離れていてもよい。この受光レンズ１００が受け取っ
て後方に伝達する光は、以下「第１光Ｌ１」と呼ばれる。第１光Ｌ１は、反射プリズム１
０の外部から受光面１１に入射し、反射面１２で反射され、後端面１３から出射され、受
光レンズ１００の端面１０１に到達する。この受光レンズ１００の中心軸は、以下「受光
軸ＡＸ１」と呼ばれる。受光軸ＡＸ１は、第１光Ｌ１の光軸に相当する。図１に示される
例では、受光軸ＡＸ１は、Ｘ方向と平行である。
【００３０】
　尚、受光レンズ１００に入射した第１光Ｌ１は、他の光学素子（図示されない）を介し
て、内視鏡装置１の後方に配置された撮像素子（図示されない）に伝達される。
【００３１】
　投光ファイバ２００は、観察対象ＯＢＪに光を照射するための光ファイバである。投光
ファイバ２００の端面２０１は、反射プリズム１０の後端面１３と対向している。この投
光ファイバ２００は、端面２０１から反射プリズム１０の後端面１３に向けて光を出射す
る。投光ファイバ２００から出射される光は、以下「第２光Ｌ２」と呼ばれる。投光ファ
イバ２００から後端面１３に入射した第２光Ｌ２は、反射面１２で反射されて、受光面１
１から観察対象ＯＢＪに向けて出射される。この投光ファイバ２００の中心軸は、以下「
投光軸ＡＸ２」と呼ばれる。投光軸ＡＸ２は、第２光Ｌ２の光軸に相当する。図１に示さ
れる例では、投光軸ＡＸ２は、Ｘ方向と平行である。
【００３２】
　但し、投光軸ＡＸ２は、必ずしもＸ方向と平行でなくてもよい。投光軸ＡＸ２の方向、
つまり、投光ファイバ２００の配置方向を変えることによって、第２光Ｌ２の照射方向を
所望の方向に設定することができる。
【００３３】
　以上に説明されたように、本実施の形態によれば、単一の反射プリズム１０を利用する
ことによって、観察対象ＯＢＪからの光の受け取りと、観察対象ＯＢＪへの光の照射の両
方が実現される。言い換えれば、単一の反射プリズム１０を利用することによって、投光
機能を有する側視型の内視鏡装置１が実現される。従って、内視鏡装置１の先端部を容易
に小型化することが可能となる。また、部品点数が削減される。
【００３４】
　１－２．ハレーションの抑制
　上述の通り、投光ファイバ２００から出射された第２光Ｌ２は、基本的には、反射面１
２で反射されて、受光面１１から出射される。しかしながら、反射面１２に微小な凹凸が
存在する場合、その凹凸で反射された第２光Ｌ２が受光レンズ１００に入射する可能性が
ある。特に、第２光Ｌ２の中心部での強度は高く、そのような高強度の第２光Ｌ２が受光
レンズ１００に入射すると、「ハレーション」が発生する可能性がある。
【００３５】
　本実施の形態に係る内視鏡装置１は、ハレーションを抑制することができるように構成
される。図３を参照して、ハレーションを抑制するための特徴を説明する。図３に示され
るように、反射プリズム１０の反射面１２は、受光反射面１２－１と投光反射面１２－２
とを含んでいる。
【００３６】
　受光反射面１２－１は、受光レンズ１００が伝達する第１光Ｌ１を反射する反射面１２
である。上記の受光軸ＡＸ１は、この受光反射面１２－１を通っている。受光反射面１２
－１の範囲は、受光レンズ１００の開口数ＮＡ１、つまり、図３に示されるような最大受
光角θ１に依存する。受光レンズ１００の開口数ＮＡ１と最大受光角θ１との間には、次
の式（１）で表される関係がある。
【００３７】
【数１】
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【００３８】
　受光反射面１２－１で反射した第１光Ｌ１は、受光レンズ１００に入射し、受光レンズ
１００内を伝達する。一方、受光反射面１２－１の外で反射した光は、受光レンズ１００
に入射しない、あるいは、受光レンズ１００内を伝達しない。受光反射面１２－１の範囲
は、内視鏡装置１の“視野”に相当すると言える。
【００３９】
　投光反射面１２－２は、投光ファイバ２００から出射される第２光Ｌ２を反射するため
に用いられる反射面１２である。上記の投光軸ＡＸ２は、この投光反射面１２－２を通っ
ている。図３に示されるように、投光ファイバ２００から出射される第２光Ｌ２は、投光
ファイバ２００（コア）の開口数ＮＡ２に応じた拡がり角度θ２だけ拡がる。投光ファイ
バ２００の開口数ＮＡ２と拡がり角度θ２との間には、次の式（２）で表される関係があ
る。
【００４０】
【数２】

【００４１】
　図４は、投光反射面１２－２として必要な範囲を説明するための図である。図４中の幅
ｄは、投光ファイバ２００の端面２０１におけるコアのＹ方向幅であり、端面２０１にお
ける第２光Ｌ２のＹ方向幅に相当する。幅Ｄは、投光軸ＡＸ２を中心としたときの投光反
射面１２－２のＹ方向幅である。長さＬは、投光ファイバ２００の端面２０１と投光反射
面１２－２との間のＸ方向距離の最大値である。この場合、次の式（３）及び（４）で表
される関係が成り立つ必要がある。尚、式（３）と式（４）は等価である。
【００４２】
【数３】

【００４３】

【数４】

【００４４】
　再度図３を参照して、ハレーションを抑制するためには、投光ファイバ２００から出射
される第２光Ｌ２が、なるべく受光反射面１２－１に入射しないことが好ましい。特に、
第２光Ｌ２の中心部での強度は高く、そのような高強度の第２光Ｌ２が受光反射面１２－
１に入射しないことが好ましい。
【００４５】
　そこで、本実施の形態によれば、投光軸ＡＸ２は、投光反射面１２－２を通るが受光反
射面１２－１を通らないように設計される。これにより、高強度の第２光Ｌ２の中心部が
受光反射面１２－１に入射することが防止される。その結果、ハレーションが効果的に抑
制される。
【００４６】
　第２光Ｌ２の周縁部の光強度は、中心部よりも弱い。従って、周縁部の第２光Ｌ２が受
光反射面１２－１に多少入射したとしても、影響はほとんど無いと考えられる。但し、ハ
レーションの発生を完全に防止する観点から言えば、投光ファイバ２００から出射される
第２光Ｌ２の全てが受光反射面１２－１に入射しないことが好適である。言い換えれば、
受光反射面１２－１と投光反射面１２－２とが完全に分離していることが好適である。
【００４７】
　１－３．効果
　以上に説明されたように、本実施の形態によれば、単一の反射プリズム１０を利用する
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ことによって、観察対象ＯＢＪからの光の受け取りと、観察対象ＯＢＪへの光の照射の両
方が実現される。言い換えれば、単一の反射プリズム１０を利用することによって、投光
機能を有する側視型の内視鏡装置１が実現される。従って、内視鏡装置１の先端部を容易
に小型化することが可能となる。また、部品点数が削減される。
【００４８】
　また、本実施の形態では、反射プリズム１０の反射面１２のＹ方向幅は、筐体２の内径
よりも小さい。更に、反射プリズム１０の受光面１１よりも観察対象ＯＢＪ側には、凹レ
ンズ等の他の光学素子は配置されていない。これらのことも、内視鏡装置１の先端部の小
型化に寄与する。
【００４９】
　更に、本実施の形態によれば、第２光Ｌ２の投光軸ＡＸ２は、投光反射面１２－２を通
るが受光反射面１２－１を通らない。これにより、高強度の第２光Ｌ２の中心部が受光反
射面１２－１に入射することが防止される。その結果、ハレーションが効果的に抑制され
る。すなわち、本実施の形態によれば、内視鏡装置１の先端部を小型化しながら、ハレー
ションも抑制することが可能となる。
【００５０】
　本実施の形態に係る内視鏡装置１は、工業的用途に用いられる。例えば、本実施の形態
に係る内視鏡装置１は、エンジンの燃焼室の点検に用いられる。
【００５１】
　エンジンの燃焼室の点検に用いられる場合、内視鏡装置１は、高温高圧環境下に置かれ
る。反射プリズム１０の側面１０Ｓと筐体２の内周面とがロウ付け固定されている場合、
高温高圧環境下での使用において次のような効果が得られる。すなわち、内視鏡装置１の
先端部が加熱されて熱膨張した場合でも、反射プリズム１０が筐体２に触れることがなく
、破損を抑制することができる。
【００５２】
　２．第２の実施の形態
　図５は、本発明の第２の実施の形態に係る内視鏡装置１の構成を概略的に示している。
第１の実施の形態と重複する説明は、適宜省略される。
【００５３】
　図５に示される構成では、既出の図３で示された構成と比較して、受光レンズ１００と
投光ファイバ２００の位置関係が逆転している。つまり、受光反射面１２－１と投光反射
面１２－２を比較した場合、投光反射面１２－２の方が受光面１１に近く、後端面１３か
ら遠くなっており、受光反射面１２－１の方が、後端面１３に近く、受光面１１から遠く
なっている。このような構成においても、第２光Ｌ２の投光軸ＡＸ２が受光反射面１２－
１を通らないことにより、第１の実施の形態と同じ効果が得られる。
【００５４】
　但し、図５に示される構成の場合、上記の長さＬ（図４参照）が、図３の場合よりも大
きくなる。上記の式（３）から分かるように、長さＬが大きくなるにつれて、投光反射面
１２－２として必要な幅Ｄが増加する。投光反射面１２－２の幅Ｄが増加すると、ハレー
ション抑制のために、受光反射面１２－１の範囲をその分だけ狭める必要がある。受光反
射面１２－１の範囲の減少は、内視鏡装置１の視野が狭くなることを意味し、好ましくな
い。
【００５５】
　内視鏡装置１の視野の観点から言えば、上記の長さＬ（図４参照）が短い方が好ましく
、図３で示された第１の実施の形態の構成の方が好ましい。つまり、受光反射面１２－１
と投光反射面１２－２を比較したとき、投光反射面１２－２の方が後端面１３に近く、受
光面１１から遠くなっていることが好ましい。
【００５６】
　３．第３の実施の形態
　図６は、本発明の第３の実施の形態に係る内視鏡装置１の構成を概略的に示している。
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第１の実施の形態と重複する説明は、適宜省略される。
【００５７】
　本実施の形態によれば、反射プリズム１０の反射面１２は、“階段状”に形成されてい
る。より詳細には、反射面１２は、受光反射面１２－１と投光反射面１２－２だけでなく
、受光反射面１２－１と投光反射面１２－２との間に位置する接続面１２－３も含んでい
る。
【００５８】
　図６に示される例では、接続面１２－３は受光面１１と平行である。但し、接続面１２
－３と受光面１１とは必ずしも平行でなくてもよい。接続面１２－３と受光面１１との角
度が、受光反射面１２－１や投光反射面１２－２と受光面１１との角度（傾斜角θＡ）よ
り小さければよい。これにより、反射面１２は階段状となる。
【００５９】
　本実施の形態によれば、受光反射面１２－１と投光反射面１２－２との間に接続面１２
－３が存在するため、投光反射面１２－２を更に後端面１３に近づけることができる。言
い換えれば、上記の長さＬ（図４）をより短くすることができる。長さＬが短くなると、
投光反射面１２－２として必要な幅Ｄを減少させることができ、その分だけ、受光反射面
１２－１の範囲を拡大することができる。その結果、内視鏡装置１の視野が拡がる。
【００６０】
　また、図７に示されるように、階段形状は、投光ファイバ２００から出射される第２光
Ｌ２の一部を遮断する機能を有する。具体的には、図７中に示される遮蔽領域３０には、
第２光Ｌ２は入らない。言い換えれば、階段を形成する接続面１２－３は、受光反射面１
２－１の一部を第２光Ｌ２からシールドしている。これにより、ハレーション抑制の効果
が増す。また、受光反射面１２－１の範囲を安心して遮蔽領域３０まで拡大することが可
能となる。
【００６１】
　４．第４の実施の形態
　図８は、本発明の第４の実施の形態に係る内視鏡装置１の構成を概略的に示している。
第１の実施の形態と重複する説明は、適宜省略される。
【００６２】
　本実施の形態によれば、受光面１１に対する傾斜角が、受光反射面１２－１と投光反射
面１２－２とで異なっている。より詳細には、第１傾斜角θＡ１は、受光面１１と受光反
射面１２－１との角度である。第２傾斜角θＡ２は、受光面１１と投光反射面１２－２と
の角度である。このとき、第２傾斜角θＡ２は、第１傾斜角θＡ１より小さい（θＡ２＜
θＡ１）。言い換えれば、反射面１２の形状は、反射プリズム１０の外部に向かう方向に
凸となっている。
【００６３】
　第２傾斜角θＡ２が第１傾斜角θＡ１より小さい場合、図８に示されるように、投光反
射面１２－２で反射された第２光Ｌ２は、より受光反射面１２－１に近くなる。従って、
受光面１１から出射される第２光Ｌ２の出射範囲は、第１光Ｌ１の入射範囲とよりオーバ
ーラップしやすくなる。言い換えれば、受光面１１から出射される第２光Ｌ２の出射範囲
が“視野”とオーバーラップしやすくなる。このことは、観察対象ＯＢＪの注目点に第２
光Ｌ２を照射しやすいことを意味し、好適である。
【００６４】
　また、反射プリズム１０の反射面１２を研磨により形成する場合、凸形状の方が、凹形
状よりも形成しやすい。つまり、本実施の形態に係る反射プリズム１０は、比較的製造し
やすく、好適である。
【００６５】
　５．第５の実施の形態
　図９は、本発明の第５の実施の形態に係る内視鏡装置１の構成を概略的に示している。
第５の実施の形態は、第３の実施の形態と第４の実施の形態との組み合わせである。
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　具体的には、反射プリズム１０の反射面１２は、受光反射面１２－１と投光反射面１２
－２との間に位置する接続面１２－３を含んでいる。接続面１２－３と受光面１１との角
度は、受光反射面１２－１の第１傾斜角θＡ１及び投光反射面１２－２の第２傾斜角θＡ
２よりも小さく、反射面１２は階段状になっている。更に、投光反射面１２－２の第２傾
斜角θＡ２は、受光反射面１２－１の第１傾斜角θＡ１より小さい（θＡ２＜θＡ１）。
これにより、第３、第４の実施の形態の効果が得られる。
【符号の説明】
【００６７】
　　　１　　　内視鏡装置
　　　２　　　筐体
　　１０　　　反射プリズム
　　１１　　　受光面
　　１２　　　反射面
　　１２－１　受光反射面
　　１２－２　投光反射面
　　１２－３　接続面
　　１３　　　後端面
　１００　　　受光レンズ
　２００　　　投光ファイバ
　ＡＸ１　　　受光軸
　ＡＸ２　　　投光軸
　　Ｌ１　　　第１光
　　Ｌ２　　　第２光
　ＯＢＪ　　　観察対象
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】
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